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ご あ い さ つ 

 

今、わが国では世界に例のないスピードで少子高齢化が進み、人口減少社会

が現実のものとなっています。こうした中、高齢者の生活を支えるため、平成

12 年に創設された介護保険制度も、介護予防への取組や健康づくり活動の推進、

社会参加の促進など、保健、医療、福祉分野における社会状況の変化やサービ

ス利用者のニーズの多様化に伴った改革が進められています。 

大阪府においても平成 26 年には、府民のほぼ４人に１人が 65 歳以上の高

齢者になり、今後、要支援・要介護認定者の増加、とりわけ認知症高齢者や一

人暮らし高齢者をはじめ、様々な理由で生活課題を抱え、社会的支援を必要と

する高齢者の増加が予測されています。これからの高齢社会に向けて大阪府が

果たすべき役割は、国や市町村等と連携をしながら、限られた行政資源を有効

に活用して持続可能なセーフティネットを構築し、「ふれあい支え合う明るく活

力ある高齢社会」を実現することにあります。 

「ふれあいおおさか高齢者計画 2009」は、いわゆる団塊の世代が 65 歳に

到達する平成 26 年を見据え、府民のみなさんの御協力のもとに、こうした社

会を実現する取組を進めるための計画として策定いたしました。 

大阪府としては、本計画に基づき、高齢者が主体的に生きがいを持ちながら、

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、人権の尊重や利用者本位の

施策推進など 4 つの基本視点のもとに施策に取組んでいきたいと考えています。 

最後になりましたが、この計画の策定に当たっては、大阪府高齢者保健福祉

計画推進委員会委員をはじめ、各種機関・団体関係者及び府民のみなさまから、

貴重なご意見、ご提言をいただきました。みなさまのご協力に心からお礼を申

し上げます。今後とも市町村はじめ関係機関と連携して、高齢者施策を総合的

に推進してまいりますので、府民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。 

 

 

平成 21 年 3 月 

大阪府知事 橋下 徹 
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